
○２０番（藤原雅彦）（登壇） ど

うもありがとうございました。 

 次に、６番目、法定養育費制度に

ついて。 

 近年、少子化が進む中で、独り親

家庭の経済的困窮は深刻な社会課題

となっております。 

 厚生労働省の調査によると、独り

親家庭の平均所得は全世帯平均を大

きく下回っており、その主な要因の

一つが養育費の不払いです。現在、

養育費の支払いは、父母間の合意や

裁判所の決定に基づきますが、法的

な拘束力が弱く、不払いのときの回

収手段が限定的であるのが現状で

す。この問題を解消するため、国で

は法定養育費制度の創設に向けた法

改正が進められました。 

 具体的には、令和６年５月に成立

した民法等の一部を改正する法律に

より、令和８年４月１日から法定養

育費制度が導入されます。この制度

では、離婚時に養育費の取決めがな

くても、子供の監護を主に行う親が

相手方に対し、法務省令で定められ

た額の養育費を請求できるようにな

ります。法務省令により、子供１人

当たり月額２万円、子供の数に応じ

て算定され、取決めがない場合でも

最低限の保障として機能します。ま

た、養育費債権に先取り債権とし

て、子供１人当たり月額８万円が付

与され、債務名義がなくても差押え

等の申立てが可能になるなど、民事

執行手続の簡素化や裁判手続の利便

性向上も図られています。これによ

り、父母の責務が明確化され、子供

の利益を最優先とした離婚後の子育

て環境の改善が期待されます。 

 なお、この法定養育費は、暫定

的、補充的なものであり、適正な額

を確保するためには、父母間の協議

や家庭裁判所の手続による正式な取

決めが重要となります。 

 本市では、愛媛県内でも子育て支

援に積極的な自治体として知られて

いますが、この全国的な制度導入に

際し、本市としてどのような準備と

取組を進めているのか、お伺いいた

します。 

 本市では現在、児童扶養手当、生

活保護、住宅支援など、独り親家庭

を対象とした多様な支援制度が整備

されております。また、独り親家庭

が複数の支援制度をスムーズに活用

できるよう、一元的に案内する窓口

の設置など、具体的な連携策の構想

などはあるのでしょうか、あればお

示しください。 

 また、ＤＶや虐待の被害者など、

特別な事情を抱える世帯への配慮に

ついてはどのような対応を想定され

ているのでしょうか、お伺いいたし

ます。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。藤田福祉部こども局長。 

○福祉部こども局長（藤田惠女）

（登壇） 法定養育費制度について

お答えいたします。 

 まず、法定養育費制度の準備と取

組についてでございます。 

 今回改正されました民法では、令

和８年４月１日から法定養育費制度

が導入されることをはじめ、親権や

親子交流に関するルールの見直しが

図られており、独り親や離婚を考え

ている方々に影響が大きいものでご

ざいます。このため、改正後の制度

について、市のホームページに情報

を掲載し理解を深めていただけるよ

う、既に取組を行っております。 

 今後も、独り親家庭からの相談や

児童扶養手当申請時に啓発チラシを

配布し、より一層の周知啓発に努め



てまいります。 

 次に、一元的に案内する窓口の設

置などの連携策についてでございま

す。 

 庁内のこども家庭センターにおき

まして、母子・父子自立支援員が中

心となり、生活支援や就業相談等

様々な悩み事に対応し、複数の支援

制度の案内や、将来にわたる問題解

決に向けたアドバイスや支援を行っ

ており、引き続き関係課所と連携を

図り、独り親家庭の方々の不安感や

負担感の軽減につながるような支援

を行ってまいります。 

 次に、ＤＶや虐待の被害者など、

特別な事情を抱える世帯への配慮に

ついてでございます。 

 母子・父子自立支援員だけでな

く、保育士や社会福祉士、配偶者暴

力相談支援センターや東予子ども・

女性支援センター等の関係機関と連

携を図りながら、丁寧なサポートを

行ってまいります。 

○議長（田窪秀道） 藤原雅彦議

員。 

○２０番（藤原雅彦）（登壇） ど

うもありがとうございました。 

 要望でございます。 

 独り親家庭の経済的安定は、その

子供の未来を左右するのではないか

と思います。この新しい制度がスタ

ートしました。本市が子供の最善の

利益を最優先に、養育費確保と貧困

対策を一体的に推進する、つまりよ

く相談に乗っていただきたいという

思いでございますので、そういう丁

寧な取組をよろしくお願いしたいと

思います。 


